
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示
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救
急
病
院
等
の
認
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

公
　
　
　
告
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公
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会
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実
施
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…
…
…
…
…
…
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…
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大
規
模
小
売
店
舗
の
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設
に
関
す
る
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
六
号

救
急
病
院
等
の
認
定
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
十
七
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
の
表
中
「
山
梨
峡
東
病
院
」
を
「
医
療
法
人
康
麗
会
　
山
梨
峡
東
病
院
」
に
改
め
る
。

公
　
　
　
告

'

公
聴
会
の
実
施

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
日
時

平
成
十
七
年
二
月
三
日
（
木
）
午
後
一
時
三
十
分

二
　
開
催
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
県
民
会
館
六
〇
二
会
議
室

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件

山
梨
県
特
定
鳥
獣
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）
保
護
管
理
計
画
に
つ
い
て

四
　
公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二

三
│
一
三
一
八
）

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
五
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

締
役
　
梶
本
六
夫

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
フ
レ
ス
ポ
み
の
ぶ

（二）

所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
飯
富
字
宮
の
外
二
千
三
百
九
番
二
百
十
外

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
セ
ル
バ
　
代
表
取
締
役
　
桑
富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
千
八
百
五
十
番
地
の
一

原
孝
正

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド
　
代
甲
府
市
塩
部
四
丁
目
一
番
十
三
号

表
取
締
役
　
樋
口
俊
英

中
島
貴

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
千
百
八
十
四
番
地

株
式
会
社
ど
ん
ど
ん
　
代
表
取
締
役

静
岡
県
静
岡
市
清
水
袖
師
町
千
三
百
七
番
一
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
三
十
八
号
　
　
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

一
月
十
七
日

第
千
五
百
三
十
八
号

月　曜　日



吉
原
一
裕

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
千
七
十
九
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
岡
畑
二
七
〇
七
の
一
、
二
七
〇
七
の
四
、
二
七
〇
七
の
五
、
二
七
〇
七

の
六
並
び
に
甲
斐
市
万
才
字
正
明
七
四
一
の
一
〇
及
び
七
四
一
の
一
三
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
八
番
一
号
　
株
式
会
社
日
本
ウ
ェ
ン
デ
ィ
ー
ズ
　
代
表
取
締
役
社
長

平
野
誠

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
随
意
契
約
に
係
る
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

文
化
財
用
エ
ッ
ク
ス
線
透
過
装
置
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

エ
ク
ス
ロ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社
　
東
京
都
品
川
区
南
大
井
三
丁
目
二
十
八
番
十

号
五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

四
千
七
百
八
十
八
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

該
当

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
三
十
八
号
　
　
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日

一
四


